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紙面上では市外局番03の表記を省略しています。

広告　内容については広告主にお問い合わせください

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
を

傍
聴
で
き
ま
す

　

平
成
27
年
度
か
ら
５
年
間
を

計
画
期
間
と
す
る「（
仮
称
）葛

飾
区
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事

業
計
画
」
に
つ
い
て
審
議
し
ま

す
。
こ
れ
ま
で
に
開
催
し
た
会

議
の
資
料
は
、
区
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

【
日
時
】

８
月
18
日
㈪
午
後
２
〜
４
時

【
会
場
】

健
康
プ
ラ
ザ
か
つ
し
か

（
青
戸
４
–
15
–
14
）

【
定
員
】　

15
人

【
保
育
】

満
１
歳
〜
就
学
前
の
お
子
さ
ん

５
人

【
申
込
方
法
】　

　

電
話
で
８
月
11
日
㈪
ま
で

（
多
数
抽
選
）。

【
申
し
込
み
・
担
当
課
】

制
度
改
革
担
当
課　

☎（
５
６
５
４
）８
５
９
３

広
島
・
長
崎
原
爆
死
没

者
へ
黙
と
う
の
お
願
い

　

原
爆
死
没
者
の
冥
福
を
祈
り
、

世
界
の
恒
久
平
和
の
実
現
を
祈

念
す
る
た
め
、
原
爆
が
投
下
さ

れ
た
時
刻
に
そ
れ
ぞ
れ
１
分
間

の
黙
と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
日
時
】

▽
広
島
市

８
月
６
日
㈬
午
前
８
時
15
分

▽
長
崎
市

８
月
９
日
㈯
午
前
11
時
２
分

【
担
当
課
】　

総
務
課

高
齢
の
方
・
障
害
の
あ
る
方
へ

申
請
し
た
月
の
分
か
ら

紙
お
む
つ
な
ど
を
支
給

ま
た
は
補
助
し
ま
す

紙
お
む
つ
の
支
給

　

申
請
後
に
郵
送
す
る
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
か
ら
ご
希
望
の
お
む
つ

な
ど
を
選
ん
で
注
文
し
て
く
だ

さ
い
。

高
齢
の
方

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

▽
65
歳
以
上
で
常
時
失
禁
状
態

に
あ
り
、
要
介
護
度
２
以
上
の

方▽
本
人
お
よ
び
同
居
す
る
世
帯

員
全
員
の
住
民
税
が
非
課
税
の

方障
害
の
あ
る
方

区
内
在
住
３
〜
64
歳
で
常
時
失

禁
状
態
な
ど
に
あ
り
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▽
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

か
愛
の
手
帳
１
・
２
度
を
お
持

ち
の
方

▽
脳
性
ま
ひ
か
進
行
性
筋
萎
縮

症
の
方

　

手
続
き
の
際
、
身
体
障
害
者

手
帳
か
愛
の
手
帳
・
印
鑑
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。
本
人
（
20
歳

未
満
の
方
は
扶
養
義
務
者
）
の

所
得
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

お
む
つ
使
用
料
の
一
部
を
補
助

し
ま
す

　

紙
お
む
つ
の
支
給
対
象
の
方

で
、
入
院
な
ど
に
よ
り
区
が
支

給
す
る
紙
お
む
つ
が
使
用
で
き

な
い
方
が
対
象
で
す
。

　

高
齢
の
方
は
要
介
護
度
に

よ
っ
て
補
助
額
が
異
な
り
ま
す
。

８
月
は
お
む
つ
使
用
料
の
請
求

月
で
す

　

現
在
、
お
む
つ
使
用
料
の
補

助
を
受
け
て
い
る
方
は
、
８
月

20
日
㈬
ま
で
に
請
求
し
て
く
だ

さ
い
。
対
象
者
に
は
請
求
書
を

送
付
し
ま
す
。

【
請
求
に
必
要
な
物
】

▽
領
収
書
（
４
〜
７
月
分
の
お

む
つ
使
用
料
の
金
額
、
本
人
の

氏
名
お
よ
び
品
名
な
ど
が
書
い

て
あ
る
物
）

▽
本
人
名
義
の
口
座
番
号
が
分

か
る
物

▽
印
鑑

―
―
―
―
い
ず
れ
も
―
―
―
―

【
申
請
・
請
求
方
法
】

　

所
定
の
申
請
書
・
請
求
書
を

窓
口
か
郵
送
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

【
申
請
書
配
布
・
申
し
込
み
・

担
当
課
】

〒
124
–
8555
葛
飾
区
役
所

（
区
役
所
２
階
２
０
１
番
）

高
齢
者
支
援
課

☎（
５
６
５
４
）８
２
５
９

障
害
福
祉
課

☎（
５
６
５
４
）８
３
０
１

外
出
が
困
難
な
方
へ

出
張
理
美
容
サ
ー
ビ
ス

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

申
し
込
み
方
法
な
ど
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
対
象
】

高
齢
の
方

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

▽
区
内
在
住
65
歳
以
上
で
外
出

が
困
難
な
方

▽
要
介
護
３
以
上
の
方

障
害
の
あ
る
方

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

▽
区
内
在
住
65
歳
未
満
で
外
出

が
困
難
な
方

▽
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級

か
愛
の
手
帳
１
・
２
度
を
お
持

ち
の
方

【
利
用
回
数
】　

４
月
〜
翌
年
３

月
の
間
で
６
回
以
内

　

申
請
月
に
よ
り
利
用
回
数
が

異
な
り
ま
す
。

【
費
用
】　

１
回
１
５
０
０
円

【
担
当
課
】

高
齢
者
支
援
課

☎（
５
６
５
４
）８
２
５
９

障
害
福
祉
課

☎（
５
６
５
４
）８
３
０
１

65
歳
以
上
の
元
気
な
方
へ

介
護
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー
を

募
集
し
ま
す

介
護
支
援
サ
ポ
ー
タ
ー

　

介
護
保
険
施
設
で
、
話
し
相

手
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
手

伝
い
、
掃
除
な
ど
の
軽
作
業
を

行
い
ま
す
。
活
動
時
間
に
応
じ

て
ポ
イ
ン
ト
を
受
け
取
り
、
ポ

イ
ン
ト
は
年
度
末
に
交
付
金

（
年
間
最
大
５
千
円
）と
交
換
で

き
ま
す
。

　

サ
ポ
ー
タ
ー
に
参
加
す
る
方

は
、
制
度
説
明
会
・
基
礎
研
修

会
へ
の
参
加
が
必
要
で
す
。

制
度
説
明
会
・
基
礎
研
修
会

【
日
時
】

９
月
17
日
㈬
午
前
10
時
〜
正
午

【
会
場
】　

水
元
ふ
れ
あ
い
の
家

（
水
元
１
–
26
–
20
）

【
対
象
】　

区
内
在
住
の
満
65
歳
以
上
で
介

護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て

い
な
い
方　

40
人
程
度

【
持
ち
物
】　

介
護
保
険
証

【
申
込
方
法
】　
８
月
６
日
㈬
午

前
９
時
か
ら
、
電
話
か
フ
ァ
ク

ス
（「
サ
ポ
ー
タ
ー
」・
住
所
・

氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
を
記

入
）で（
先
着
順
）。

【
申
し
込
み
】

葛
飾
区
社
会
福
祉
協
議
会
か
つ

し
か
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

（
ウ
ェ
ル
ピ
ア
か
つ
し
か
内
）

☎（
５
６
９
８
）２
５
１
１

（
５
６
９
８
）２
５
１
２

【
担
当
課
】　

高
齢
者
支
援
課

在
宅
高
齢
者
の
搬
送
シ

ス
テ
ム
事
業
を
開
始
し

ま
し
た

　

近
年
、
高
齢
の
方
が
増
加
し
、

在
宅
療
養
生
活
を
送
る
方
が
増

え
て
い
ま
す
。

　

区
で
は
、
葛
飾
区
医
師
会
と

協
働
し
、
区
民
の
皆
さ
ん
が
安

心
し
て
在
宅
療
養
生
活
を
送
れ

る
よ
う
「
か
つ
し
か
在
宅
医
療

サ
ポ
ー
ト
搬
送
入
院
シ
ス
テ

ム
」
を
開
始
し
ま
し
た
。
こ
の

事
業
は
、
在
宅
療
養
中
に
、
東

京
消
防
庁
の
救
急
車
を
呼
ぶ
ま

で
の
程
度
で
は
な
い
が
、
医
療

機
関
で
の
治
療
な
ど
を
必
要
と

す
る
場
合
に
、
区
内
の
２
カ
所

の
病
院
が
所
有
す
る
救
急
車
で

区
内
の
収
容
協
力
医
療
機
関

（
16
病
院
と
４
有
床
診
療
所
）に

無
料
で
搬
送
す
る
も
の
で
す
。

　

か
か
り
つ
け
医
と
収
容
協
力

医
療
機
関
の
医
師
な
ど
が
連
携

し
、
在
宅
療
養
を
し
て
い
る
方

や
ご
家
族
の
意
思
を
尊
重
し
た
、

適
切
な
医
療
を
提
供
で
き
る
よ

う
に
取
り
組
み
ま
す
。

事
業
を
利
用
で
き
る
方

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方

▽
区
内
在
住
で
、
葛
飾
区
医
師

会
に
本
事
業
の
利
用
を
登
録
し

て
い
る「
か
か
り
つ
け
医
」が
い

る
方

▽
訪
問
診
療
や
訪
問
看
護
な
ど

を
受
け
て
在
宅
療
養
を
し
て
い

る
方
か
、
か
か
り
つ
け
医
が
利

用
を
認
め
た
方

▽
か
か
り
つ
け
医
か
ら
病
気
に

つ
い
て
十
分
な
説
明
を
受
け
て

い
る
方

▽
本
事
業
の
利
用
登
録
同
意
書

を
提
出
し
て
い
る
方

事
業
の
利
用
を
希
望
す
る
に
は

　

か
か
り
つ
け
医
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

か
か
り
つ
け
医
が
い
な
い
場

合
は
、
葛
飾
区
医
師
会
事
務
局

☎（
３
６
９
１
）８
５
３
６
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
担
当
課
】　

保
健
所
地
域
保
健
課

「
災
害
時
に
お
け
る
緊
急
輸
送
業
務

に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
ま
し
た

臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金を装った「振り込め詐欺」にご注意ください。
【問い合わせ】　葛飾区給付金コールセンター　☎0120-627-200　【担当課】　臨時福祉給付金室・子育て支援課児童手当係

白
澤
卓
二
先
生
の
『
免
疫
力
を

高
め
る
暮
ら
し　

～
ア
ン
チ
エ

イ
ジ
ン
グ
の
基
本
～
』

【
日
時
】10
月
10
日
㈮
14
時
30
分

〜
16
時【
会
場
】江
戸
東
京
博
物

館（
墨
田
区
横
網
１
–
４
–
１
）

【
対
象
】都
内
在
住
の
方
４
５
０

人【
申
し
込
み
】往
復
ハ
ガ
キ
か

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
８
月
31
日

㈰
ま
で
（
多
数
抽
選
。
同
時
に

２
人
ま
で
申
し
込
み
可
）【
申

し
込
み・問
い
合
わ
せ
】（
公
財
）

東
京
税
務
協
会
〒
164
–
0001
中
野

区
中
野
４
–
６
–
15
（http://

www.zeikyo.or.jp

）☎（
３
２

２
８
）７
９
９
４

大
井
競
馬
場
イ
ベ
ン
ト

ば
ん
え
い
競
馬
・
十
勝
物
産
展

　

お
よ
そ
１
ト
ン
の「
ば
ん
馬
」

が
子
ど
も
と
の
綱
引
き
対
決

（
事
前
申
込
・
抽
選
）・
ふ
れ
あ

い
イ
ベ
ン
ト
・
デ
モ
走
行
な
ど

を
行
い
ま
す
。【
日
程
】８
月
16

日
㈯【
会
場
】大
井
競
馬
場（
品

川
区
勝
島
２
–
１
–
２
）【
開

催
時
間
・
内
容
】
東
京
シ
テ
ィ

競
馬
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://

www.tokyocitykeiba.com

）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。【
問
い
合

わ
せ
】東
京
シ
テ
ィ
競
馬（
特
別

区
競
馬
組
合
）☎（
３
７
６
３
）

２
１
５
１

お
わ
び
と
訂
正

　

７
月
25
日
号
１
面
の「
葛
飾

区
立
図
書
館
マ
ッ
プ
」に
あ
る

地
区
図
書
館
の
金
曜
日
の
開
館

時
間
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

正　
午
前
10
時
〜
午
後
８
時

誤　
午
前
９
時
〜
午
後
８
時

　
お
わ
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

【
担
当
課
】　

中
央
図
書
館

☎（
３
６
０
７
）９
２
０
１

　

区
は
、
災
害
発
生
時
に
、

傷
病
者
な
ど
の
緊
急
輸
送

業
務
に
関
す
る
協
定
を
、

イ
ム
ス
葛
飾
ハ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
（
堀
切
３
–
30
–

１
）、
第
一
病
院
（
東
金
町

４
–
２
–
10
）、
平
成
立
石

病
院
（
立
石
５
–
１
–
９
）

と
締
結
し
ま
し
た
。

　

区
で
は
、
災
害
時
に
迅

速
か
つ
適
切
な
治
療
を
行

う
た
め
、
傷
病
者
の
搬
送

方
法
が
課
題
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
の
協
定
の
締
結

に
よ
り
、
寝
台
な
ど
の
対

応
が
必
要
と
な
る
重
症
者

の
搬
送
に
つ
い
て
、
こ
の

３
病
院
が
所
有
す
る
病
院

救
急
車
の
出
動
を
要
請
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

【
担
当
課
】

保
健
所
地
域
保
健
課

☎（
３
６
０
２
）１
２
３
１

「
災
害
時
に
お
け
る
緊
急
輸
送
業
務

に
関
す
る
協
定
」を
締
結
し
ま
し
た


